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豊中市指定障害福祉サービス
事業者等集団指導
【訪問系】
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１．根拠法令等
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※根拠法令だけでなく、関係法令（労働基準法等）も遵守する必要があります。

種類 名称

法律 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日法律第123号）

政令 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年1月25日政令第10号）

省令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年2月28日厚労省令第19号）
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準」（平成18年9月29日厚労省令第171号）
※豊中市では条例設置「豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例」（平成24年12月21日条例第60号）

告示
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年9月29日厚労省告示第523号）

通知

・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準について」（平成18年12月6日障発第1206001号）
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18
年10月31日障発第1031001号）

根拠法令等（障害福祉サービスにかかる主なもの）
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２．行政処分の事例紹介
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令和5年
4月30日
(指定取消)

豊中市 居宅介護

重度訪問介護

行動援護

【居宅介護】
不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）

・令和元年６月から令和３年５月までの介護給付費の請求について、複数の
利用者に対して、その利用者よりも少ない人数のヘルパーまたは無資格の者
がサービス提供を行っていたにもかかわらず、１対１の個別支援があったか
のように見せかけ、虚偽のサービス提供の記録を作成し、介護給付費を不正
に請求し、これを受領した。
・令和２年８月及び令和３年４月の介護給付費の請求について、無資格の者
がサービス提供を行っていたにもかかわらず、別のヘルパーがサービス提供
を行ったとする虚偽のサービスの提供の記録を作成し、介護給付費を不正に
請求し、これを受領した。

【重度訪問介護】【行動援護】
法令違反（障害者総合支援法第５０条第１項第９号）

・居宅介護において介護給付費を不正に請求し、指定取消処分に該当する違
反行為を行ったことから、居宅介護と一体的に運営していた重度訪問介護と
行動援護についても、指定を取り消すもの。
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令和5年
12月31日
(指定取消)

茨木市 居宅介護

重度訪問介護

【居宅介護】
不正の手段による指定（障害者総合支援法第５０条第１項第８号）

・管理者兼サービス提供責任者として勤務する予定ではなかった者を、管理
者兼サービス提供責任者として指定申請書に記載した。
・管理者兼サービス提供責任者として従業者１名の経歴書が提出されたが、
これに虚偽の署名を行い、あたかも本人が署名したかのように見せかけて
本市に指定申請を行い指定を受けた。

不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）
・利用者４名について、少なくとも令和４年10月13日から令和４年11月27
日までの期間の一部の指定居宅介護の提供において、サービス提供の実態が
ないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

帳簿書類その他の物件の提出拒否（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）
・本件事業者に対し、令和５年４月12日付及び８月14日付文書により帳簿
及び書類の提出を求める通知を行ったが、指定した期日までにその提出が
なかった。
・本件事業者の代表取締役から、事業所の運営を別の株式会社の代表取締役
である者に任せていたために帳簿及び書類の提出ができないとする申出が
なされたため、当該株式会社の代表取締役に対し、令和５年５月29日付及び
令和５年８月14日付文書により帳簿及び書類の提出を求める通知を行ったが、
指定した期日までにその提出がなかった。

大阪府内 訪問系の行政処分事例①
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人員基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）
・令和４年３月１日の指定当初に本件事業所の管理者とされていた者は、本
件事業所との間で労働契約を締結しておらず、管理者として本件事業所に勤
務していた意思がなかった。その後、本件事業者が管理者を別の者に変更し
た令和４年４月30日までの間、管理者として本件事業所に勤務している者が
設置されていなかった。
・令和４年10月24日以後、管理者兼サービス提供責任者であった者は退職の
ため本件事業所に勤務しておらず、後任のサービス提供責任者とされた者に
ついても、令和４年11月15日以後、退職のため本件事業所に勤務していな
かった。その後、令和４年12月22日に本件事業者が別の者を臨時的にサービ
ス提供責任者として雇用するまでの間、サービス提供責任者として本件事業
所に勤務している者が配置されていなかった。

運営基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第４号）
・事業所の開設当初（令和４年３月１日）から令和４年12月31日までの期間
において、指定居宅介護を行った記録用紙として「サービス提供記録」が残
されていたが、すべてのサービス提供記録について利用者控を含めた２枚複
写のまま本件事業所に保管されており、支給決定障害者等から指定居宅介護
を提供したことについての確認を受けていなかった。
・サービス提供記録の利用者名欄についても従業者が記載し、利用者印も
本件事業者の事務室で従業者が押捺するなど、指定居宅介護を提供した記録
が適切に取られていなかった。
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令和6年
3月1日
(指定取消)

大阪市 居宅介護

重度訪問介護

【居宅介護】
人格尊重義務違反（障害者総合支援法第５０条第１項第２号）
・令和４年５月頃から令和５年４月までの間、従業員が利用者宅を訪問して身
体介護等のサービスを提供する居宅介護サービスにおいて、従業者が利用者２
名に対して拳で腹部を殴るなどの行為を複数回行った。
・開始時期は不明だが、利用者１名については令和５年１月までの間、他１名
については令和５年４月までの間において、夜間に居室から出られないよう外
側から鍵をかけ閉じ込めた。

不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）
・令和２年１月から令和５年３月までの間、実際にはサービス提供をしていな
いにもかかわらず、法人役員や従業員ではない者の氏名を使用し、サービス提
供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
・令和４年９月から令和５年３月までの間、実際にはサービス提供をしていな
いにもかかわらず、法人代表自らがサービス提供を行ったとする記録を虚偽作
成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。

【重度訪問介護】【行動援護】
法令違反（障害者総合支援法第５０条第１項第９号）
・居宅介護において人格尊重義務違反及び介護給付費の請求に関する不正が行
われたことから、居宅介護と一体的に運営していた重度訪問介護についても、
指定を取り消すもの。

大阪府内 訪問系の行政処分事例②
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法令を遵守した事業運営を行政処分事例多数 ⇒



３．令和６年度報酬改定
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特定事業所加算
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○概要
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算
・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合） 所定単位数の５％を加算

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実施、情報の的確な伝達等）
②良質な人材の確保（介護福祉士の割合が30％以上等）
③重度障害者への対応（区分５以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並びに重症心身障害児及び医
療的ケア児の占める割合が30％以上）

④中重度障害者への対応（区分４以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並びに重症心身障害児及び
医療的ケア児の占める割合が50％以上）

※令和６年３月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、３年間の経過措置を設け
る。

居宅介護



特定事業所加算
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○留意事項通知

第二 ２ 介護給付費
⑵ 重度訪問介護サービス費
⑧特定事業所加算の取扱いについて

エ重度障害者対応要件

第543 号告示第5 号イ(10)の障害支援区分5 以上である者又は喀痰吸引等を必要とする
者の割合については、前年度(3 月を除く。)又は届出日の属する月の前3 月の1 月当た
りの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
また、本要件に係る割合の計算において、喀痰吸引等を必要とする者を算入できる事

業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、自らの事業又はその一環として
喀痰吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。

重度訪問介護



特定事業所加算
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○概要
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算
・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合） 所定単位数の５％を加算

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実施、情報の的確な伝達等）
②良質な人材の確保
・介護福祉士の割合30％以上
・実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合50％以上
・常勤の同行援護従事者によるサービス提供40％以上
・同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等30％以上
・盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている者20％以上

③重度障害者への対応（区分５以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30％以上）
④中重度障害者への対応（区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50％以上）

同行援護



特定事業所加算
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○概要
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算
・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合） 所定単位数の10％を加算
・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合） 所定単位数の５％を加算

①サービス提供体制の整備
・研修の計画的実施、情報の的確な伝達等
・サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書の作成及び利用者に対する交付の際、医療機
関、教育機関等と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。
※令和６年３月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、３年間の経過措置を設ける。

②良質な人材の確保
・介護福祉士の割合30％以上
・実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合50％以上
・常勤の行動援護従事者によるサービス提供40％以上
・サービス提供責任者のうち１人以上が中核的人材育成研修を修了した者
③重度障害者への対応（区分５以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が18点以上であ
る者の占める割合が30％以上）

④中重度障害者への対応（区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50％以上）

行動援護



入院中の重度訪問介護利用の対象拡大
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○概要

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用（現行は、障害支援区分６
の利用者のみ）について、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分４及び５の利用者
も対象とする。

⇒ 区分４以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者
に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携
し、病院等において重度訪問介護を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始
した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。

重度訪問介護



入院時支援連携加算【新設】
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○概要
入院時支援連携加算 300単位/回

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該
病院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院
又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は
診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要
な調整を行った場合に、１回を限度として所定単位数を加算する。

○参考
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）問19

重度訪問介護



個別支援計画の作成
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○省令
第二十六条 居宅介護計画の作成
１（略）
２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画
を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者に交付しなけ
ればならない。

３ サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護
計画の変更を行うものとする。

４ （略）

○解釈通知
第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 ３ 運営に関する基準（16）居宅介護計画の作成等
① (略)
② 居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、
これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明ら
かにするものとする。アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行う
ため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。なお、居宅介護計画の様式については、各事業
所ごとに定めるもので差し支えない。

③ 居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者及びその同居の家族並びに利用者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う
相談支援事業者に交付しなければならない。 また、サービス提供責任者は、サービス等利用計画を踏まえた居宅介護計画の作成等を可能とす
るため、当該相談支援事業者が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者に係る必要な情報を共有する等により相互連携を図るものとす
る。

④ サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが居宅介護計画に沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要
な管理を行わなければならない。

なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、
サービス担当者会議に出席する等の方法により連携強化を図るものとする。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護



通院等介助等の対象要件
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○概要
居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サー
ビスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介助等
に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。

≪通院等介助等の対象要件の見直し≫
病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福祉サービスを受けるための相
談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を算定する。
なお、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福祉サービス（生活介護、

短期入所、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継
続支援Ｂ型）、指定通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス）、地域活動支援センター、地域
生活支援事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介助及び通
院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。

○参考
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月29 日）問24

居宅介護



４．実地指導における主な指導項目
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令和５年度の実地指導における主な指導項目です。

項目によっては全サービスに該当しないものもありますが、

提供するサービスの基準をよく理解し、適切な事業所運営を行ってください。

※国通知の改正により、令和６年度から「実地指導」の名称が「運営指導」となります。



 管理者の出勤簿が作成されていないなど、勤務状況が確認できず、管理者の配置が確認で
きないケースがあった。
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人員基準

常勤であり、かつ原則として専ら事業所の管理業務に従事する管理者を配置すること。

事業の規模に応じて1人以上の常勤のサービス提供責任者を配置すること。

 サービス提供責任者について、事業の規模に応じて1人以上が常勤の従業者であることを
確認できないケースがあった。



 在職しているサービス提供責任者、職員の資格証、実務経験証明書、研修修了証の写しが
保管されておらず、事業所が資格等を確認していることが確認できないケースがあった。

 退職した職員の資格証などの写しを破棄していて、資格要件が確認できないケースがあっ
た。
※書類の保存年限は５年。
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資格や実務経験を証明する書類の控えを事業所に保存しておくこと。

人員配置基準を満たすこと。

 非常勤職員の有給休暇や退職などにより、ある月において事業所に置くべき従業員の員数
である「常勤換算方法で2.5以上」を満たしていることが確認できないケースがあった。



サービス提供責任者要件

○「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、
３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」暫定措置
⇒ 廃止

※これに伴い、上記暫定措置によりサービス提供責任者を配置していた場合、
所定単位数を30%減算する規定も廃止

同行援護の従業者要件

○盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従事者養成研修修了者とみなす経過措置
の見直し
⇒令和6年3月31日において、同行援護事業所の従業者であった場合に限り、
令和9年3月31日まで延長

従業者要件等の暫定措置・経過措置について
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行動援護のサービス提供責任者・従業者要件

○介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす
経過措置の延長

⇒令和9年3月31日まで延長、その後廃止

従業者要件等の暫定措置・経過措置について
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改めて、従業者要件の確認を
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 運営規程に定められている項目以外の費用や、運営規程に定められている金額と異
なる金額を利用者から徴収しているケースがあった。

個別支援計画を必要な手順通りに作成すること。

 個別支援計画の説明日・交付日が明記されていないケースがあった。
 作成者がサービス提供責任者であることが確認できないケースがあった。
 アセスメントやモニタリングにあたっての面接記録が無いケースがあった。
 個別支援計画を変更する際にモニタリングを実施していることがわからないケース

があった。

利用者負担額の受領について請求できない費用を請求しないこと。

【個別支援計画】

【利用者負担額の受領】

運営基準
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 利用者からのみ同意書を得ており、同居の家族等からの同意が確認できないケース
があった。

個人情報保護について、すべての職員の誓約書等を確認できるようにすること

 一部またはすべての職員について、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を在
職中も退職後にも漏らすことが無いよう、誓約書を取るなど、必要な措置を講じて
いることが確認できないケースがあった。

個人情報の使用同意書について、
利用者および個人情報を使用する可能性のある家族全員から同意を得ること

【秘密の保持等】

【勤務体制の確保等】

雇用契約書等を整備し、
従業者が当該事業所の管理者の指揮命令下にあることを明確にすること。

 雇用契約書等が作成されていない従業者がいたケースがあった。



〈特に注意が必要な項目〉

※運営規程には実態に合った内容を記載し、重要事項説明書や契約書等と記載内容を一致させてください。
※変更届が必要な変更を行った場合は、速やかに障害福祉課へ変更届を提出してください。
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運営規程と重要事項説明書の内容を一致させること。（齟齬ありの指摘多数）

項目 注意点

◆職員の職種、員数 ・実態に合った人数を記載すること
（基準配置や加算に必要な員数を満たしていれば、
「○人以上」の記載でも可）

◆営業日及び営業時間等 ・曜日や時間を正しく記載すること
・長期休暇の期間を確認し、日付を明記すること
（例：×「お盆休み」⇒○「8/13～15」）

◆サービスを提供する主たる対象者 ・指定課への届け出と一致しているか確認すること

◆サービスの内容 ・実態と合っているか確認すること
（現在実施していない、かつ今後も実施予定のない
サービス内容は削除）

◆利用者から受領する費用の額等 ・実態に合った料金を記載すること
・重要事項説明書に記載している費用項目と一致させること

【運営規程】



〈特に注意が必要な項目〉

※重要事項説明書には実態に合った内容を記載し、運営規程や契約書等と記載内容を一致させてください。
※必要項目については、豊中市または大阪府のモデル様式をご参照ください。
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必要項目を記載し、内容を整備すること。（項目抜けや内容不足の指摘多数）

項目 注意点

◆サービス料金と利用者負担額 ・最新の単位数で計算すること
（利用者負担額は1円未満切り捨て）

・その他費用欄に利用者の自己負担が必要な料金を記載すること

◆緊急時の対応方法 ・事業所の「緊急時の連絡先及び対応可能時間」を記載すること

◆事故発生時の対応方法 ・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）

◆苦情解決の体制及び手順 ・相談及び苦情に対応するための手順を記載すること
・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）

◆第三者評価の実施状況 ・項目として記載した上で、
「実施している」場合…実施日・評価機関名・結果の開示状況を明記
「実施していない」場合…実施していない旨を記載

◆サービス提供開始可能年月日/
重要事項説明の年月日

・記入漏れのないようにすること。

【重要事項説明書】
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【重要事項説明書】市・公的団体の窓口

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

◆事故報告の窓口

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

【公的団体の窓口】
豊中市健康福祉サービス
苦情調整委員会

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２８１５
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５４－４３４４

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

【公的団体の窓口】
大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会
「福祉サービス苦情解決委員会」

所 在 地 ：大阪市中央区中寺1丁目1番54号
大阪社会福祉指導センター内

電話番号：０６－６１９１－３１３０
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６１９１－５６６０

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前１０時～午後４時

◆苦情・相談受付の窓口
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【サービスの提供の記録】

利用日ごとのサービスの提供の記録を作成し、利用者確認を得ること。

• ①サービスの提供の記録（日々の実施記録）

• ②サービス提供実績記録票

必要な記録（2点）

• ①②いずれも、利用日数分の記録が必要。

• ①②いずれも、利用日数分の（各利用日に対する）利用者確認が必要。

• 例：①の利用者確認を全く得ていない（書類上で確認を得ていることがわからない）、

• ②の利用者確認を利用日数分得ていない（月23日利用に対して押印一つのみ）等のケースがあった。

• ※「記録がない」または「利用者確認を得ていない」場合は、過誤調整が必要となる場合があります。

• 電子媒体（システム等）を利用して記録する場合も、利用者確認が必要。

• →電子媒体の活用が進む中、特に①の利用者確認が漏れていることが多いため要注意。

• ※電子媒体を利用して利用者確認を得る場合は、事前に利用者等からの承諾が必要です。

注意点
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（参考）各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A

○掲載場所（豊中市ホームページ）

「トップページ」→「健康・福祉・医療」→「障害者福祉」→「障害者福祉（事業者向け）」
→「市からのお知らせ」→「各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A」

豊中市ホームページ
（障害福祉課のページ）に、
電子化を進めるに当たってのQ&A
が掲載されていますので、
ぜひ参考にしてください。
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【出勤状況が確認できる書類】

従業者ごとの出勤状況が確認できる書類を作成すること。（内容不備の指摘多数）

• タイムカード

•出勤簿

•その他勤怠管理システム等

出勤状況が確認できる書類の例

• 勤務日だけでなく、勤務時間も記載すること。

• 休暇・欠勤について、その種別（例：有給休暇、特別休暇など）が分かるようにしておくこと。

•休暇・欠勤の取得日時がわかるようにしておくこと。

注意点

勤務予定（実績）一覧表との齟齬がたびたび見受けられます。

事業所において、従業者全員の出勤状況を正しく管理・把握すること



○契約内容の報告について
・契約内容報告書
・契約内容臨時調整報告書*
様式は２種類あります。

〇臨時調整報告書
例）総支給量15日の利用者がA事業所10日、B事業所5日
で契約している場合、
ある月だけ、A事業所5日、B事業所10日

で利用希望があれば、契約を巻き直すまではせずに、
臨時調整報告書を障害福祉課事業所係あて提出いた
だければ調整できるものです。

実質的には総支給量の範囲内であれば
請求業務自体に支障はありませんが、
請求が通っていても、臨時調整報告書の提出は必須です。
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契約支給量臨時調整報告書

年 月 日

豊 中 市 長 様

事業所番号

事業者及び
その事業所
の名称

電話番号 （ ） ―

代 表 者

○下記のとおり契約支給量を臨時調整しましたので報告します。

記

報告対象者

障害福祉サービス
受給者証番号

支給決定障害者
（保護者）氏名

受給者氏名に係る
児童氏名

契約している支給量の内容

受給者証の事業者
記入欄番号

サービス内容 契約支給量 契約日
（又は契約支給量を決定した日）

年 月 日

支給量調整の内容

対象年月 調整後の支給量 理由

年 月分

★調整先の事業者契約内容

事業者番号 名称

契約支給量 調整後の支給量

【契約内容を一時変更する場合の注意事項】



 特定事業所加算について、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事

項を伝達していることや、従業者の資格取得者等の割合が所定の割合を満たしてい

ることなど、要件を満たしていることが書類等から確認できないケースがあった。
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加算算定の根拠となる書類を作成すること

 「障害福祉サービス等処遇改善計画書」の内容を、対象の従業者に周知しているこ

とが確認できないケースがあった。

報酬基準

処遇改善加算について、従業者に処遇改善計画を周知すること



 院内介助や定期定例の移動支援について、援護の実施者との協議記録が確認できな

いケースがあった。

＜特に指摘が多いケース＞

①通院等介助において、病院内で支援している事例

②移動支援について、定期定例の支援（毎日のバス停への送迎など）が行われてい

る事例

⇒いずれも、当該サービス提供に係る介護給付費の取扱いについて、

援護の実施者と協議し、認められる必要がある。
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特例的な支援を行うにあたっては、援護の実施者と協議し、その記録を作成・保管すること

協議の結果、認められないことにより過誤調整が必要となったケースがあるため
改めて、協議記録を確認すること



この動画は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。


